
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法人に対する利子割の廃止                 

Ｑ：預金利息に対する源泉所得税の取扱い

が改正になったそうですが、どのようになっ

たのですか？                                       

                                              

Ａ：平成28年１月以降、法人に係る地方税

利子割5%が廃止されています。 

【解説】 

これまで、預金利息は、源泉所得税15％、

住民税利子割5％、復興特別所得税0.315%が控

除されていましたが、平成25年の税制改正で、

法人が受取る預金利息等については、住民税

利子割5％(地方税の特別徴収)が控除されな

いこととなりました。 

したがって、今後は、15％の源泉所得税と

0.315%の復興特別所得税が預金利子等から控

除されることとなっています。 

このようなことから、受取利息の計上にあ

たっては、源泉所得税・復興特別所得税を控

除する前の金額で計上(84.685%で割戻しをし

て受取利息の総額を求め、その金額に税率を

乗じて税金を計算します)することになりま

す。 

 (例) 

   普通預金に預金利息850円が入金された場合 

  普通預金 850円 ／ 受取利息1,003円(※1) 

  租税公課 150円(※2) 

  (所得税) 

租税公課   3円(※3) 

※1 850÷84.685%=1,003.7円⇒1,003円 

※2 1,003×15%=150.45⇒150円 

※3 1,003×0.315%=3.15⇒3円 
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